
The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。

市外局番の記載がないものは「0479」です。くらしの情報
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●消費者相談
　（月〜金曜日）
午前8時30分～午後5時15分
■内容消費生活や多重債務、
個人情報の保護など
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　1月12日（金）
午前10時～午後5時
役場1階 第2会議室
■対象 15歳以上50歳未満の自立（就
労）に悩みを抱えている若者または
その保護者
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880　※要予約

●住民相談
　1月22日（月）
午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係
☎76-5401　※要予約

●家庭教育相談
　（火 ･ 水 ･ 木曜日）
午後1時30分～3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
問生涯学習課社会教育係
☎76-7811

●心配ごと相談
　（毎週水曜日）
午後1時30分～3時30分
社会福祉協議会
問社会福祉協議会
☎76-5940

●健康相談
　（月〜金曜日） 
午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185　※要予約

●障害のある方の就労相談
　1月18日（木） 
午前9時30分～11時
保健福祉センター内 健康相談室
問保健福祉課福祉係
☎76-3185　※要予約

●司法書士相談
　1月13日（土）
午後1時～5時
旭市海上公民会館（旭市高生1）
■内容相続・登記・法律の相談
■予約 1月11日（木）まで
問司法書士林武男事務所
☎0479-63-5652

●行政書士相談
　1月21日（日）
午後1時30分～4時
八日市場公民館（匝瑳市八日市場イ2402）
■内容相続・遺言・協議書など
問あらい行政書士事務所
☎74-8518　※要予約

無料相談いろいろ

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

　令和 6年度に定期利用を予定している団体は会議に出席してください。
　また、新しく定期利用を希望する団体は 1月 12日（金）までに、下記連
絡先までお問い合わせください。
日　　時●1月 19日（金）　午後2時
会　　場●コミュニティプラザ3階 多目的ホール
お問合せ●生涯学習課社会教育係（コミュニティプラザ内）

コミュニティプラザ定期利用者会議

☎ 76-7811
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　体または精神に著しく重度の障害があり、在宅での日常生活で常に
特別な介護を必要とする方に、その負担の一助となることを目的とし
た制度です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2
月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

※�本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると、支給されません。

■特別障害者手当
　重度の障害があるために、在宅で常時特別の介護を必要とする
20歳以上の方
給付額●月額27,980円

■障害児福祉手当
　重度の障害があるために、在宅で常時介護を
必要とする20歳未満の方
給付額●月額15,220円

お問合せ●保健福祉課福祉係　☎ 76-3185

特別障害者手当と障害児福祉手当制度
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■乾燥汚泥発酵肥料『環境君』を無料で配布
　町では農業集落排水で発生した汚泥を原料に肥料を作っています。
　ご利用を希望する方は事前にご連絡ください。
お問合せ●生活環境課環境係　☎ 76-5406

■特別児童扶養手当
　在宅で20歳未満の心身障害児を監護している保護者
給付額●月額 1級 53,700円　2級 35,760円

■野焼きは原則禁止です〜ご近所の迷惑にならないように〜
　家庭ゴミを燃やすことは違反行為です。ごみはルールを守って
処分しましょう。また、田んぼにおける稲わらの焼却などの例外
規定とされる野焼き行為も、周辺住民に影響がある場合は、改善・
指導の対象になります。

生活環境課からのお知らせ

特別児童扶養手当

お問合せ●生活環境課環境係　　　☎ 76-5406
　　　　　産業経済課農業振興係　☎ 76-5404

お問合せ●保健福祉課福祉係　☎ 76-3185
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伐採した樹木を活用したウッドチップ・堆肥を無料配布します

里親制度説明会を開催！

お問合せ●成田国際空港株式会社地域共生部　☎0476-34-5078

お問合せ●子ども家庭サポートセンターちば「オレンジの会」　☎0470-28-4288

日　　時●2月 16日（金）・17日（土）　午前11時～午後3時
　　　　　【荒天の場合は中止】　※前日までに電話予約が必要です。　　
配布場所●多古町一鍬田425
　　　　　※配布場所の位置図やルートをNAAのホームページのお知らせ
　　　　　　一覧に掲載しています。
持 ち 物●本人確認書類（マイナンバーカードなど）、積み込みに必要な道具（スコップ・袋など）
　　　　　※積み込みはご自身でお願いします。

　里親になりたい方や興味がある方は、お気軽にご参加ください。
　なお、各会場に定員を設けていますので必ず事前予約をお願いします。
日　　時●2月 3日（土）　午後1時～ 3時　※事前予約制
場　　所●銚子市勤労コミュニティセンター

申し込みは
こちら

　原則として毎月の最終日曜日を『休日開庁日』としています（税務課では町税などの納付もできます）。
　『休日開庁日』に取り扱う業務は次の通りです。
今月の開庁日時● 1月 28日（日）�午前 9時～午後5時

○証明書類交付業務（住民票、印鑑証明、戸籍証明、住所証明）
○パスポート交付業務　
　※パスポートの交付は午前9時から午後4時 30分までです。なお、申請の受付業務は行っていません。
○マイナンバーカード交付業務
　※マイナンバーカード交付時間は午前9時から午後5時です（要予約）。

○証明書類交付業務
　�納税証明（住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税）、所得証明、住民税課税・非課税証明、
固定資産課税台帳登載証明、資産証明、固定資産税評価額証明、固定資産税公課証明　
○町税などの収納業務（町税、国民健康保険税、介護保険料）

住民票や各種証明書の休日交付

■住民課　☎ 76-5401

■税務課　☎ 76-5402

日曜開いて
います‼

事前予約が
必要です

みんなで走ろう　町民マラソン大会

申込・お問合せ●生涯学習課社会体育係（コミュニティプラザ内）　☎76-7811

日　　時●1月 14日（日）　【受付】午前7時 45分　　会　　場●コミュニティプラザ
部　　門●小学校3・4年生、5・6年生、中学生、高校生男子
　　　　　一般女子（高校生女子を含む）、一般男子（1km・3km）
　　　　　ファミリー（就学前および小学校1・2年生と保護者）
※保護者は20歳以上の親族に限ります。
申込期限●1月 6日（土）

　ご自身で書いた大切な遺言書を法務局でお預かりしています。
　遺言書を法務局に預けることで、遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするといったトラブルを防ぐこと
ができます。
　詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

預けて安心！自筆証書遺言書保管制度

お問合せ●千葉地方法務局匝瑳支局　☎ 72-0334 ホームページはこちら

　体または精神に障害がある児童（20歳未満）の福祉増進を図ること
を目的とした制度です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分か
ら、毎年4月・8月・12月に手当が支給されます。

※�本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると、支給されません。

詳しくはこちら
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